
令和５年度（2023年度）第２回北海道教育支援委員会

北海道教育庁学校教育局特別支援教育課
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【テーマ】

早期からの適切な就学先決定に向けた支援の充実



第１回北海道教育支援委員会での意見

１ 学級担任の特別支援教育に関わる専門性向上に向けては、文科省が示す教員との
対話からさらに一歩進め、学級担任がもつ専門性を管理職がアセスメントし、必要
な研修を検討することが重要。また、研修は働き方改革もあり、実践で使える内容
や短時間でオンデマンドなど工夫が必要。

２ 保護者としては、障がいのある子どもとない子どもが全て一緒に学ぶことは難し
く、子どもにあった学習を専門性のある教員が指導すべき。

３ 特別支援教育の充実に向けては、子どもが特別なのではなく、これまで行ってき
た一通りの教え方では学習内容を習得することが難しい子どもの学び方に応じて授
業の在り方を変えていくということを教員が考えることが大前提。

４ 「校内委員会の機能強化」等については、専門的な知識を有する教員がいないこ
とから難しさがあり、行政的な支援が必要。

５ コーディネーターが必ずしも専門的な見地を有しているわけではないため、特別
支援学校との人事交流を進めていくこと、専任の特別支援教育コーディネーターを
配置し研修や保護者対応を行うなど教員定数の改善を図ること、教員養成の大学と
連携した取組を進めることなどが必要。

協議テーマ
○ 保護者に対して就学・進学に関わる理解啓発を図る上で必要な情報
○ 教育支援の充実に向けた市町村教育支援員会の在り方
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令和５年５月31日付け教特第283号「教員等の特別支援教育に関する専門性の向上について」（通知）
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令和５年７月18日付け教特第514号「障がいのある子どもの教育支援について」（通知）
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管理職のための特別支援教育に関する研修会

講演 特別支援教育の充実について
講師 生 方 裕 氏（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画官）

日 時 令和５年（2023年）７月19日（水）９：50～11：30
方 法 集合及びWeb会議システム（Zoom） ※オンデマンド視聴数
参加者 922名（小：467名、中：263名、高：100名、その他：92名） 960件（8月18日現在）

【参加者の感想等】
○ 教頭やコーディネーターと連携し、校内体制等について再確認、再検討の資料としたい。本校に
も特別支援学級があるので、通常級の教職員による授業参観や、学習指導の経験などに取り組んで
いきたい。（小学校長）

○ 特性がある子などを通級→特別支援学級とつなげて考えやすいですが、「通常の学級でできる支
援をまず考えること」という言葉が印象的でした。職場でも投げかけ、わかる授業や手立てを具体
的に考えていきたいです。（小学校長）

○ 校内体制の見直し、生徒本人の困り感や保護者からの相談を受けた適切な支援のあり方と学びの
場の設定について、アセスメントを充実したいと考えています。（中学校長）

○ 通常の学級で学んでいる生徒の発達障害などの状況を把握し、必要な支援を指導者間で共有でき
るよう校内体制を機能させたい。（中学校長）

○ 本日の御講演内容を校内管理職や主任等と共有し、特別な教育的支援を必要とする生徒への具体
的な支援の在り方について検討していきたいと思っております。特に、医療的ケア児への支援につ
いては、今後増えていくことが予想されることから、事前の体制づくりに生かしていきたいです。
（高校校長）

○ 校内支援体制の充実に向け内規を見直し、校内委員会の機能強化を図る。（高校校長）
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第２回管理職のための特別支援教育に関する研修会

講演 特別支援教育コーディネーターの育成と活用について
講師 田 中 雅 子 氏（北海道教育大学釧路校准教授）

日 時 令和５年（2023年）８月８日（火）９：50～11：30
方 法 Web会議システム（Zoom）
参加者 618名（小：321名、中：174名、義：18名、高：69名、特：23名、その他：13名）

【参加者の感想等】
○ 今年から導入した「特別支援教育ロードマップ」を通して、全職員ともっと本校の課題について
話し合い、全職員に自分事として考える体制を作りたい。（小学校長）

○ 日常的なコミュニケーションや期首・期末面談等を生かした教職員との対話から、それぞれの役
割や責任を「やりがい」に感じる人材育成に取り組む。（小学校長）

○ 本校の特別支援教育の充実にとどまらず、自らの学校経営に「対話」「つなぐ・むすぶ・わた
す」を具現化させる。（中学校長）

○ コーディネーターを特別支援の枠だけでなく校務のひとつとして全体に周知していく。
（中学校長）

○ コーディネータを軸に、各学年の役割分担を確立させることで、特別支援体制を再構築する。
（高校校長）

○ 特別支援教育コーディネーターと、短時間でも良いので、定期的に対話をしようと考えます。
コーディネーターの考えを経営に活かせたらと思います。（高校校長）
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教育委員会及び特別支援学校管理職のための特別支援教育に関する研修会

講演 特別支援学級から通常の学級への学びの場の変更に関わる体制づくり
講師 大日向 洋 介 氏（長野県教育委員会指導主事）

日 時 令和５年（2023年）８月30日（水）10：10～10：55
方 法 Web会議システム（Zoom）
対 象 教育委員会、特別支援学校管理職

【「適切な学びの場」ガイドライン】
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道教委内 関係課長会議の実施

○ 目 的
文部科学省通知や中央教育審議会報告等を踏まえ、庁内で今後の施策の方向性を検討

○ 参加者
・義務教育課長、高校教育課長、学力向上推進課長、教職員育成課長
・教育政策課長、教職員課長、特別支援教育課長

○ 日 時
・１回目 令和５年６月13日（火）13：15～14：15
・２回目 令和５年８月３日（木）10：00～11：00

○ 会議での主な意見

・ 特別支援教育コーディネーターを配置して10年以上経つが、校内に還元される状況には必ず
しもなっていない。
・ 通常の学級でついていけない子どもが、通級をとばして特別支援学級へ措置されるケースが
多いという話があり、各管内で通級の開設や指導できる教員を育てることが必要

・ 通級指導は基礎定数があるが、市町村同士の連携を含め情報発信を行う。
・ 教員が「特別支援教育」ではなく、個に応じた指導の在り方について研修することが重要。
・ キャリアステージに応じた資質能力を高める基本研修の実施
・ 小・中学校の教員が特別支援学級等で対応できる専門性を身に付けることで特別支援学校へ
の入学者数を抑えることができる。
・ 高校と特別支援学校の人事交流、平成25年度から実施しているが、特別支援学校の体制上、
各学校において交流受入は少数
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すべての保護者の皆様へ

小・中学部、高等部

就学後

通常の学級

通級による指導
特別支援学級
（小・中学校のみ）

Ｑ２ 就学の仕組みは？

Ｑ３ 学びの場ってどんなところ？

卒業後

２次元
コード

２次元
コード

・就労移行支援
・就労継続A型支援
・就労継続B型支援

・企業での障がい者雇用

就労

福祉的就労

生活の場

・グループホーム
・施設入所

Ｑ５ 就労にはどんな制度
があるの？

２次元
コード

Ｑ６ 就労や生活で困った時に
どこに相談したらいいの？

Ｑ７ 生活の場にはどんなところがあるの？

Ｑ11 卒業後の保護者は
どんな気持ち？

Ｑ12 卒業後の本人は
どんな気持ち？

特別支援学校

小・中学校、高等学校

２次元
コード 

Ｑ４ 高校と特別支援学校の違いは何？

２次元
コード

２次元
コード

Ｑ９ 特別支援学校に通う
本人はどんな気持ち？

２次元
 コード

Ｑ10 中学校卒業後の保護
者はどんな気持ち？

２次元
 コード

就学前

10月31日
まで

学齢簿の作成

11月30日
まで

就学時健康診断

学びの場の
検討・判断

１月31日
まで

入学期日等の通知

２次元
コード

Ｑ１ 就学先決定まで
の流れは？

２次元
コード

２次元
コード

Ｑ８ 就学時の保護者
はどんな気持ち？

☆ ２次元バーコードを読み取っていただくと、説明動画を視聴すること
ができます。

☆ Q８～12は保護者や当事者の
感想を収録しています！

２次元
コード



国の動向

○ 令和４年３月 特別支援教育を担う教師の養成検討会議報告
・10年目までの期間内において、特別支援学級の教師や、特別支援学校の教
師を複数年経験すること（令和６年度から実現）

○ 令和４年４月 文科省「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」（通知）
・特別支援学級在籍児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常
の学級で学んでいる場合には、学びの場の変更を検討

・通級による指導（自校、巡回）の更なる活用

○ 令和４年９月 国連の勧告

・特別支援教育の中止を求める勧告

○ 令和４年12月 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査
・小・中：8.8％、高：2.2％

○ 令和４年12月 中教審『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の
在り方について（答申）

・特別支援教育が教師に共通に求められる資質能力の柱の一つに位置付け

○ 令和５年３月 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する
検討会議報告

・校内支援体制の充実、通級の充実、よりｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞな社会の実現
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本道の現状
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○ 通常の学級に在籍する特別な教育的支援

を必要とする児童生徒の割合

○ 通常の学級に要支援者が在籍する学校

及び通級指導教室を設置する学校の割合
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期限付き

12%

５年未満

29%

５～９年

19%

10～14年

15%

15年以上

25%

○ 通級による指導担当教員の

経験年数（R4）

通級指導教室の設置拡充及び
担当教員の専門性向上

○ 「受けた授業は、自分にあった教え方、教材、

学習時間などになっていましたか」

（R5全国学力・学習状況調査児童・生徒質問紙）

※（ ）は全国比

小学校 中学校

当てはまる 36.7(－0.6) 21.9(－0.7)

当てはまらない 3.8(±0) 5.4(＋0.4)

通常の学級担任の個
に応じた指導の充実
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○ 週の授業の半分以上を通常

の学級で学習している特別支

援学級在籍児童生徒の割合

51～75％ 76～100％

小学校 16％ 2.3％

中学校 17.6％ 7.5％

通常の学級又は通級による
指導を活用など、学びの場
の変更について検討が必要



時代の変化に対応した教員の専門性向上事業～よりインクルーシブな北海道らしい教育を目指して～

現状・課題

・通常学級に在籍する要支援者の割合が毎年増加
・通常学級担任の個に応じた指導の充実を図る専門性が不足
・通級設置校（小:26.3％、中:7.7％）及び担当教員が不足
・通常学級で学べる可能性のある児童生徒が特別支援学級へ措置され、
特別支援学級数が年々増加（毎年約100学級増加）

・不足する教員数が年々増加（R3:38名、R4:60名、R5:95名）

国の動向

・採用後10年以内に特別支援教育を複数年経験（R6～）
・教師に共通的に求められる資質能力の一つに特別支援教育を位置付け
・まずは通常の学級でできうる方策を検討した上で、通級による指導、
特別支援学級の必要性を段階的に検討

・地域内で知見のある教員が中核となり経験の浅い教員を支援する体制整備
・通級による指導を必要とする児童生徒が受けられる体制整備（自校、
巡回）及び担当教師の専門性向上

事業内容（イメージ）

期待される成果

・通級による指導を必要とする全ての児童生徒が指導を受けられ、柔軟な学びの場の変更が可能な体制の整備【通級設置市町村 R4:92→R8:179】
・通級担当教員の専門性向上及び通常の学級担任の特別支援教育に関わる理解の促進
・特別支援学級数の減少による、教員数の確保
・リーダー教員を経験した教諭の、管理職・指導主事への登用（キャリアパス）【管理職・指導主事H30～R4:4名→R9～11:10名】

通級リーダー教員
（14管内各●名）

通級指導教室

【通級リーダー教員の役割】
○ 通級指導担当教諭への支援
○ 通常の学級担任への支援
○ 連携校への通級による指導の理解啓発
○ 通級指導担当教諭への研修支援

配置校

通級による指導を中心的に進めるリーダー教員が、自校（配置校）支援及び近隣の学校（連携校）の巡回支援を行うことを通して、通
級指導教室の設置拡充、担当教諭及び通常の学級担任の専門性向上図り、その成果を管内へ普及する。

【配置校等管理職の役割】
・校内支援体制の充実に向け以下の取組を推進
①通級指導を生かした通常の学級担任の支援の充実
②通常の学級担任の授業力向上
③近隣の学校への通級による指導の理解啓発

・円滑な事業実施に向けた校内体制の整備
・市町村教育委員会への進捗状況等の報告
・通級リーダー教員に対する指導助言及び進行管理

【市町村教育委員会の役割】
・通級リーダー教員が連携できる体制の整備
・域内の小・中学校への通級指導教室の設置促進

【北海道教育委員会の役割】
・リーダー教員の専門性向上を図る研修会の実施
・全道事業検討会議の開催
・地域事業推進会議の開催
・先進事例の視察と成果の還元

連携校Ａ
連携校①

通常の学級

通常の学級

通級指導の実施
通常学級担任
への支援

連携校への巡回支援
（年●回程度）

趣
旨

教育大等 連携し、通級リーダー
教員を育成

月 火 水 木 金

１週目 配置校 連携Ａ 連携① 配置校 連携②

２週目 配置校 連携Ｂ 連携③ 配置校 連携④

３週目 配置校 連携Ｃ 連携⑤ 配置校 連携⑥

４週目 配置校 連携Ｄ 連携⑦ 配置校 連携⑧

○ １か月の勤務例

本道の言語学級数
363学級
（全国：687学級）
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全ての教員が10年以内に特別支援教育を経験（案）
１～３年目 ４～５年目 ６～10年目

特別支援教育基本セミナー

オンライン授業改善セミナー

通常の学級コース・高等学校コース

オンデマンド（ベーシック・スタディ、特センライブラリ、NISE学びラボ）

Ｒ４
研修

特支
経験

相談

オンライン相談支援（オンライン座談会）
特別支援学校パートナー・ティーチャー派遣事業
専門家チーム巡回相談
指導主事（特別支援教育ＳＶ）の学校訪問

必要に応じて専門家へ相談

研修と併せて必要な知識・技能等を修得
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【教育委員会の取組】
・特別支援学校と小・中学校、高等学校の人事交流
・市町村内における特別支援教育に関する経験のある教員の計画的な配置及び育成
・道教委事業（特別支援教育リーダー教員、発達障がい支援成果普及事業）の活用

【各学校の取組】
・通常学級と特別支援学級との間での交換授業や授業研究
・近隣の特別支援学校との授業研究
・特別支援学級を担当する教諭の計画的な校内人事
・交流及び共同学習として授業に参加する特別支援学級の児童生徒の指導
・通級による指導を受ける児童生徒の個別の指導計画の作成及び支援
・通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の個別の指導計画の作成及び支援
・ＴＴで特別支援学級の児童生徒の指導

教員の専門性向上に向け、地域
や学校の実情に応じて可能な取
組を組み合わせて実施

「専門性向上事業」を活用
し、通常学級担任を支援


